
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子請求受付システムにおける 

平成２５年４月制度改正等への対応について 
 

 

 

この資料は、システム開発における、現段階での検討内容を

整理したものであり、今後の検討等により変更することがあ

りえる。 
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1. 変更点について 

平成 25 年 4 月制度改正等に対応するため、電子請求受付システムについて、以下の変更を行います。 

▼表 1.1_1 電子請求受付システムにおける変更点 

No. システム名 機能名 変更内容 

1 電子請求受付

システム 

【電子請求受付 

システム 総合窓口】

画面 

・「障害者総合支援法」への改称に伴い、【電子請求受付シ

ステム 総合窓口】画面での文言を変更します。 

2 簡易入力 

システム 

(障害福祉 

サービス) 

ログイン ・Ver2.13 へのバージョンアップ後、初回ログイン時に平成

25 年度の地域区分における更新の要否について、点検を

追加します。 

 単位数表標準マスタ ・単位数表標準マスタの構造を見直し、最適化を行います。 

  単位数表標準マスタ 

取込 

・単位数表標準マスタの最適化に伴い、単位数表標準マス

タ取込機能を廃止します。 

  単位数表標準マスタ 

表示 

・【単位数表標準マスタ表示】画面において、表示条件の設

定項目を追加及び変更します。 

・【単位数表標準マスタ表示】画面において、表示条件の設

定項目の点検を追加及び変更します。 

  詳細メニュー ・単位数表標準マスタ取込機能の廃止に伴って、【詳細メニ

ュー】画面の《基本情報設定》タブにおいて、[単位数表標

準マスタ取込]ボタンを削除します。 

  基本情報設定 ・単位数表標準マスタ取込機能の廃止に伴って、【基本情

報設定】画面における単位数表標準マスタ取込に関する

記載及び[単位数表標準マスタ取込]ボタンを削除します。 

  事業所情報保守 ・【地域区分設定】画面において、地域区分に関する点検を

追加します。 

・【事業所情報(明細)】画面において、《変更年月日》欄が平

成 25 年 4 月 1 日以降の場合、《新体系定着支援事業によ

る助成の有無》欄及び《保障単位数(新体系定着支援)》欄

が入力不可となるよう変更します。 

・【事業所情報(明細)】画面において、《施設等の区分(旧障

害児施設)》欄及び《障害児施設区分(旧障害児施設)》欄

を追加します。 

・【事業所情報(明細)】画面における《施設等の区分(旧障害

児施設)》欄及び《障害児施設区分(旧障害児施設)》欄に

ついて、登録時の点検を追加します。 

  基本情報入力内容 

確認 

・【基本情報入力内容確認】画面において、《提供年月》欄

が平成 25 年 4 月以降の場合、[新体系定着支援事業によ

る助成の有無]を表示しないよう変更します。 

・【基本情報入力内容確認】画面において、表示項目に[経

過措置の有無]、[施設等の区分(旧障害児施設)]及び[障

害児施設区分(旧障害児施設)]を追加します。 

重度障害者等包括 

支援サービス提供 

実績記録入力 

・【重度障害者等包括支援サービス提供実績記録入力】画

面において、地域区分に関する点検を追加します。 

  共同生活介護 

サービス提供実績 

記録入力 

・【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面におい

て、《サービス利用区分》欄に[利用なし]を追加します。 

・【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面におい

て、登録時の点検を追加及び変更します。 

  共同生活援助 

サービス提供実績 

記録入力 

・【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面におい

て、《サービス利用区分》欄に[利用なし]を追加します。 

・【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面におい

て、登録時の点検を追加及び変更します。 
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No. システム名 機能名 変更内容 

2 簡易入力 

システム 

(障害福祉 

サービス) 

介護給付費・訓練等 

給付費等明細書入力 

(様式第二) 

・【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力(様式第二)】画

面において、地域区分に関する点検を追加します。 

・【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力(様式第二)】画

面において、経過措置の事業所の場合、提供年月時点の

地域区分情報と、提供年月の末日時点で有効な事業所情

報(明細)を基に単位数単価を自動取得できるよう変更しま

す。 

  介護給付費・訓練等 

給付費等明細書入力 

(様式第三) 

・【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力(様式第三)】画

面において、地域区分に関する点検を追加します。 

 

  特例介護給付費・ 

特例訓練等給付費等 

明細書入力 

(様式第六) 

・【特例介護給付費・特例訓練等給付費等明細書入力(様

式第六)】画面において、地域区分に関する点検を追加し

ます。 

 

  地域相談支援給付費 

明細書入力 

 

・【地域相談支援給付費明細書入力】画面において、地域

区分に関する点検を追加します。 

  計画相談支援給付費 

請求書入力 

・【計画相談支援給付費請求書入力】画面において、地域

区分に関する点検を追加します。 

特例計画相談支援 

給付費請求書入力 

・【特例計画相談支援給付費請求書入力】画面において、

地域区分に関する点検を追加します。 

3 簡易入力 

システム 

(障害児支援) 

ログイン ・Ver2.13 へのバージョンアップ後、初回ログイン時に平成

25 年度の地域区分における更新の要否について、点検を

追加します。 

  単位数表標準マスタ ・単位数表標準マスタの構造を見直し、最適化を行います。 

  単位数表標準マスタ 

取込 

・単位数表標準マスタの最適化に伴い、単位数表標準マス

タ取込機能を廃止します。 

  単位数表標準マスタ 

表示 

・【単位数表標準マスタ表示】画面において、表示条件の設

定項目を追加及び変更します。 

・【単位数表標準マスタ表示】画面において、表示条件の設

定項目の点検を追加及び変更します。 

  詳細メニュー ・単位数表標準マスタ取込機能の廃止に伴って、【詳細メニ

ュー】画面の《基本情報設定》タブにおいて、[単位数表標

準マスタ取込]ボタンを削除します。 

  基本情報設定 ・単位数表標準マスタ取込機能の廃止に伴って、【基本情

報設定】画面における単位数表標準マスタ取込に関する

記載及び[単位数表標準マスタ取込]ボタンを削除します。 

  事業所情報保守 ・【地域区分設定】画面において、地域区分に関する点検を

追加します。 

・【事業所情報(明細)】画面において、《変更年月日》欄が平

成 25 年 4 月 1 日以降の場合、《新体系定着支援事業によ

る助成の有無》欄が入力不可となるよう変更します。 

・【事業所情報(明細)】画面において、平成 24 年 3 月で廃止

されたサービスの場合、《新体系定着支援事業による助成

の有無》欄の名称を《事業運営安定化事業による助成の

有無》欄に変更します。 
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No. システム名 機能名 変更内容 

3 簡易入力 

システム 

(障害児支援) 

基本情報入力内容 

確認 

・【基本情報入力内容確認】画面において、《提供年月》欄

が平成 25 年 4 月以降の場合、表示項目に[新体系定着支

援事業による助成の有無]を表示しないよう変更します。 

  児童発達支援 

提供実績記録票 

(確認リスト) 

・[児童発達支援提供実績記録票(確認リスト)]において、

《サービス提供単位番号(明細)》欄を出力するよう変更しま

す。 

  放課後等デイサービス 

提供実績記録票 

(確認リスト) 

・[放課後等デイサービス提供実績記録票(確認リスト)]にお

いて、《サービス提供単位番号(明細)》欄を出力するよう変

更します。 

  障害児入所支援 

提供実績記録入力 

・【障害児入所支援提供実績記録入力】画面において、自

活訓練加算に関する登録時の点検のエラーレベルを「警

告」から「エラー」に変更します。 

  児童発達支援 

提供実績記録入力 

・【児童発達支援提供実績記録入力】画面において、《サー

ビス提供単位番号(明細)》欄を追加します。 

・【児童発達支援提供実績記録入力】画面における《サービ

ス提供単位番号(明細)》欄について、点検を追加及び変

更します。 

・【児童発達支援提供実績記録入力】画面において、食事

提供加算に関する登録時の点検のエラーレベルを「警告」

から「エラー」に変更します。 

  医療型児童発達支援 

提供実績記録入力 

・【医療型児童発達支援提供実績記録入力】画面におい

て、食事提供加算に関する登録時の点検のエラーレベル

を「警告」から「エラー」に変更します。 

  放課後等デイサービス 

提供実績記録入力 

・【放課後等デイサービス提供実績記録入力】画面におい

て、《サービス提供単位番号(明細)》欄を追加します。 

・【放課後等デイサービス提供実績記録入力】画面における

《サービス提供単位番号(明細)》欄について、点検を追加

します。 

  障害児通所給付費・ 

入所給付費等明細書 

入力 

・【障害児通所給付費・入所給付費等明細書入力】画面に

おいて、地域区分に関する点検を追加します。 

・【障害児通所給付費・入所給付費等明細書入力】画面に

おいて、異なる単位数単価で請求が行えるよう変更しま

す。 

・【障害児通所給付費・入所給付費等明細書入力】画面に

おける福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の入力内容に

ついて、点検を追加します。 

  特例障害児通所 

給付費等明細書入力 

・【特例障害児通所給付費等明細書入力】画面において、

地域区分に関する点検を追加します。 

・【特例障害児通所給付費等明細書入力】画面において、

異なる単位数単価で請求が行えるよう変更します。 

・【特例障害児通所給付費等明細書入力】画面における福

祉・介護職員処遇改善(特別)加算の入力内容について、

点検を追加します。 

  請求明細自動作成 

確認 

・児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける医療連

携体制加算について、点検内容を変更します。 
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No. システム名 機能名 変更内容 

4 簡易入力 

システム 

(地域生活 

支援) 

全般 ・《受給者証番号》欄に入力可能な文字を変更します。 

 受給者情報保守 ・【決定サービスコード検索】画面において、《基準日》欄の

初期表示の内容を変更します。 

・【受給者情報(支給決定)】画面における《支給決定開始

日》欄及び《支給決定終了日》欄の入力内容について、点

検を追加します。 

  単位数表マスタ 

取込出力 

・【単位数表マスタ取込・出力】画面において、単位数表マ

スタ取り込み時の点検を変更及び削除します。 

  単位数表マスタ 

保守 

・【単位数表マスタ保守】画面において、入力時及び登録時

の点検を変更及び削除します。 

  基本情報入力内容 

確認 

・【基本情報入力内容確認】画面の《有効期間／エラー内

容》欄において、有効期間に関する内容を表示するように

します。 

  地域生活支援事業 

給付費等明細書入力 

・【地域生活支援事業給付費等明細書入力】画面におい

て、《請求額給付費》欄の名称を《給付費請求額]》欄に変

更します。 

  送信内容確認 ・【送信内容確認】画面において、《請求書明細書》欄の名

称を《請求書・明細書》欄に変更します。 

  請求情報送信履歴 ・【請求情報送信履歴】画面において、《請求書明細書》欄

の名称を《請求書・明細書》欄に変更します。 

  問い合わせ先案内 ・簡易入力システムから【問い合わせ先案内】画面を表示

し、電子請求ヘルプデスクの連絡先を確認することができ

るよう変更します。 

5 取込送信 

システム 

請求情報取込/送信 ・障害福祉サービス、障害児支援及び地域生活支援事業

において、都道府県番号に対する点検を追加します。 

  ・障害福祉サービス及び障害児支援において、集計欄分類

番号に対する点検を変更します。 

6 マニュアル 

ビューア 

全般 ・システムの名称等で表記している、「障害児施設支援」を

「障害児支援」に変更します。 

7 問合せ票入力 

 

全般 
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2. 障害者総合支援法への改称における対応について 
(1)【電子請求受付システム 総合窓口】画面の変更について 

 

障害者総合支援法への改称に伴い、【電子請求受付システム 総合窓口】画面での文言を変

更します。 

 

 

○【電子請求受付システム 総合窓口】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

「自立支援の請求はこちら」の文言を、 

「障害者総合支援の請求はこちら」に 

変更します。 
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(2)スタートメニューの変更について 

 

障害者総合支援法への改称に伴い、新規インストール及びバージョンアップ後のスタートメニ

ューの構成を「自立支援」から「障害者総合支援」に変更します。 

 

 

① Windows XP の場合 

Windows XP の場合、新規インストール及びバージョンアップ後のスタートメニューの構成を

「《すべてのプログラム(P)》→《自立支援》→・・・」から「《すべてのプログラム(P)》→《障害者総合

支援》→・・・」に変更します。 

 

○スタートメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

Windows XP の場合、新規インストール及びバージョンアップ後のスタートメニューの構成を

「《すべてのプログラム(P)》→《自立支援》→・・・」から「《すべてのプログラム(P)》→《障害者総

合支援》→・・・」に変更します。 
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② Windows Vista 及び Windows 7 の場合 

Windows Vista 及び Windows 7 の場合、新規インストール及びバージョンアップ後のスタート

メニューの構成を「《すべてのプログラム》→《自立支援》→・・・」から「《すべてのプログラム》→

《障害者総合支援》→・・・」に変更します。 

 

○スタートメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Windows Vista 及び Windows 7 の場合、新規インストール及びバージョンアップ後のスタート

メニューの構成を「《すべてのプログラム》→《自立支援》→・・・」から「《すべてのプログラム》

→《障害者総合支援》→・・・」に変更します。 
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電子請求受付システムの複数のシステムがインストールされている場合、バージョンアップを行

ったシステムのみ構成が変更となります。 

バージョンアップを行っていないシステムについては、構成は変更されません。 

 

<取込送信システムのみバージョンアップを行った場合> 

 

○スタートメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、自立支援と障害者総合支援の配下のそれぞれに、バージョン情報が存在する場合、い

ずれを起動しても同じ内容のバージョン情報が表示されます。 

 

 

複数のシステムがインストールされている場合について 

バージョンアップを行ったシステムのみ構成が変更

となります。 

バージョンアップを行っていないシステムについては、構

成は変更されません。 
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3. 簡易入力システム 

3.1.  共通 
3.1.1.  地域区分に関する点検について 

平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定の地域区分の見直しに伴い、平成 25 年度の地域区分にお

ける更新の要否について、点検を追加します。 

簡易入力システムにおける地域区分に関する点検についての変更点は、以下の通りです。 

 

(1)初回ログイン時の確認メッセージについて 

 

簡易入力システム(障害福祉サービス)及び簡易入力システム(障害児支援)において、Ver2.13

バージョンアップ後、初回ログイン時に地域区分の更新が必要とチェックされた場合、確認のメッ

セージを表示するよう変更します。 

ここでは、簡易入力システム(障害福祉サービス)を例に説明します。 

 

 

○【事業所選択】画面 

 

 

 

 

 

 

 

○【警告】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【地域区分設定】画面 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

Ver2.13 バージョンアップ後、初回

ログイン時に地域区分の更新が

必要とチェックされた場合、確認

のメッセージを表示するよう変更し

ます。 

※メッセージが表示された場合、

地域区分の更新が必要と想定

されます。次項の[Point！地域

区分の設定について]を参照

し、地域区分を更新してくださ

い。 

【地域区分設定】画面が表示され

るので、地域区分を設定します。 
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地域区分の更新が必要とチェックされた場合、初回ログイン時に確認のメッセージが表示されます。 

メッセージが表示された場合、【地域区分設定】画面にて、地域区分の更新を行ってください。 

 

[障害福祉サービス] 

平成 24 年度の地域区分(17 区分) 平成 25 年度の地域区分(14 区分) 地域区分の更新の要否 

一級地 一級地 不要 

二級地 二級地 不要 

三級地 三級地 不要 

四級地 四級地 不要 

五級地 六級地 必要 

六級地 五級地 必要 

七級地 六級地 必要 

八級地 
五級地 必要 

九級地 必要 

九級地 
七級地 必要 

十一級地 必要 

十級地 八級地 必要 

十一級地 
十一級地 不要 

七級地 必要 

十二級地 
十二級地 不要 

九級地 必要 

十三級地 十級地 必要 

十四級地 十三級地 必要 

十五級地 十二級地 必要 

十六級地 十三級地 必要 

その他 その他 不要 

 

地域区分の設定について 
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[障害児支援] 

平成 24 年度の地域区分(18 区分) 平成 25 年度の地域区分(15 区分) 地域区分の更新の要否 

一級地（旧児童デイ） 一級地（旧児童デイ） 不要 

二級地（旧児童デイ） 二級地（旧児童デイ） 不要 

三級地（旧児童デイ） 三級地（旧児童デイ） 不要 

四級地（旧児童デイ） 四級地（旧児童デイ） 不要 

五級地（旧児童デイ） 六級地（旧児童デイ） 必要 

六級地（旧児童デイ） 五級地（旧児童デイ） 必要 

七級地（旧児童デイ） 六級地（旧児童デイ） 必要 

八級地（旧児童デイ） 
五級地（旧児童デイ） 必要 

九級地（旧児童デイ） 必要 

九級地（旧児童デイ） 
七級地（旧児童デイ） 必要 

十二級地（旧児童デイ） 必要 

十級地（旧児童デイ） 八級地（旧児童デイ） 必要 

十一級地（旧児童デイ） 十級地（旧児童デイ） 必要 

十二級地（旧児童デイ） 
十二級地（旧児童デイ） 不要 

七級地（旧児童デイ） 必要 

十三級地（旧児童デイ） 
十三級地（旧児童デイ） 不要 

九級地（旧児童デイ） 必要 

十四級地（旧児童デイ） 十一級地（旧児童デイ） 必要 

十五級地（旧児童デイ） 十四級地（旧児童デイ） 必要 

十六級地（旧児童デイ） 十三級地（旧児童デイ） 必要 

十七級地（旧児童デイ） 十四級地（旧児童デイ） 必要 

その他（旧児童デイ） その他（旧児童デイ） 不要 
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(2)地域区分設定 

 

簡易入力システム(障害福祉サービス)及び簡易入力システム(障害児支援)における【地域区

分設定】画面において、地域区分に関する点検を追加します。 

ここでは、簡易入力システム(障害福祉サービス)を例に説明します。 

 

 

○【地域区分設定】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 [明細追加] 

ボタン 

クリック時 

以下の条件に全て一致する場合、

警告 

①適用開始年月が平成 25 年 4 月

から平成 26 年 3 月の場合 

②平成 25 年 3 月時点の有効な地

域区分が登録されている場合 

③平成 25 年 3 月時点で登録され

ている地域区分が、更新対象の

地域区分の場合 

④平成 25 年 4 月以降から適用開

始年月の間で既に登録された

地域区分が存在しない場合 

⑤平成 25 年 4 月以降で登録され

るべき正しい地域区分が設定さ

れていない場合 

入力された地域区分は平成

25 年 4 月より適用される地域

区分ではありません。 

入力された内容で追加してよ

ろしいですか？ 

機能のイメージ 

機能概要 

点検 1 

点検 2 
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No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 2 [明細修正] 

ボタン 

クリック時 

以下の条件に全て一致する場合、

警告 

①適用開始年月が平成 25 年 4 月

から平成 26 年 3 月の場合 

②平成 25 年 3 月時点の有効な地

域区分が登録されている場合 

③平成 25 年 3 月時点で登録され

ている地域区分が、更新対象の

地域区分の場合 

④平成 25 年 4 月以降から適用開

始年月の間で既に登録された

地域区分が存在しない場合 

⑤平成 25 年 4 月以降で登録され

るべき正しい地域区分が設定さ

れていない場合 

入力された地域区分は平成

25 年 4 月より適用される地域

区分ではありません。 

入力された内容で修正してよ

ろしいですか？ 
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(3)サービス提供実績記録票 

 

簡易入力システム(障害福祉サービス)における【重度障害者等包括支援サービス提供実績記

録入力】画面において、地域区分に関する点検を追加します。 

 

 

○【重度障害者等包括支援サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 [登録]ボタン 

クリック時 

以下の条件に全て一致する場合、

警告 

①提供年月が平成 25 年 4 月から

平成 26 年 3 月の場合 

②平成 25 年 3 月時点の有効な地

域区分が登録されている場合 

③平成 25 年 3 月時点で登録され

ている地域区分が、更新対象の

地域区分の場合 

④提供年月時点で有効な地域区

分情報の適用開始年月が平成

25 年 3 月以前の場合 

地域区分の見直しに伴い、

平成 25 年 4 月より地域区分

が変更となります。 

地域区分の設定内容を確認

してください。 

機能のイメージ 

機能概要 

点検 1 
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(4)請求明細書 

 

簡易入力システム(障害福祉サービス)及び簡易入力システム(障害児支援)における【請求明

細書入力】画面において、地域区分に関する点検を追加します。 

ここでは、【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力(様式第二)】画面を例に説明します。 

 

 

○【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力(様式第二)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 [登録]ボタン 

クリック時 

以下の条件に全て一致する場合、

警告 

①提供年月が平成 25 年 4 月から

平成 26 年 3 月の場合 

②平成 25 年 3 月時点の有効な地

域区分が登録されている場合 

③平成 25 年 3 月時点で登録され

ている地域区分が、更新対象の

地域区分の場合 

④提供年月時点で有効な地域区

分情報の適用開始年月が平成

25 年 3 月以前の場合 

地域区分の見直しに伴い、

平成 25 年 4 月より地域区分

が変更となります。 

地域区分の設定内容を確認

してください。 

※1 請求明細書の画面が以下の場合、点検を実施します。 

[障害福祉サービス] 

・【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力(様式第二)】画面 

・【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力(様式第三)】画面 

・【地域相談支援給付費明細書入力】画面 

・【特例介護給付費・特例訓練等給付費等明細書入力(様式第六)】画面 

[障害児支援] 

・【障害児通所給付費・入所給付費等明細書入力】画面 

・【特例障害児通所給付費等明細書入力】画面 

機能のイメージ 

機能概要 

点検 1 
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(5)計画相談支援給付費請求書 

 

簡易入力システム(障害福祉サービス)における【計画相談支援給付費請求書入力】画面及び

【特例計画相談支援給付費請求書入力】画面において、地域区分に関する点検を追加します。 

ここでは、【計画相談支援給付費請求書入力】画面を例に説明します。 

 

 

○【計画相談支援給付費請求書入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 [登録]ボタン 

クリック時 

以下の条件に全て一致する場合、

警告 

①提供年月が平成 25 年 4 月から

平成 26 年 3 月の場合 

②平成 25 年 3 月時点の有効な地

域区分が登録されている場合 

③平成 25 年 3 月時点で登録され

ている地域区分が、更新対象の

地域区分の場合 

④提供年月時点で有効な地域区

分情報の適用開始年月が平成

25 年 3 月以前の場合 

地域区分の見直しに伴い、

平成 25 年 4 月より地域区分

が変更となります。 

地域区分の設定内容を確認

してください。 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

点検 1 
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3.1.2.  新体系定着支援事業の終了対応について 
簡易入力システムにおける新体系定着支援事業の終了についての変更点は、以下の通りです。 

 

(1)事業所情報保守 

 

簡易入力システム(障害福祉サービス)及び簡易入力システム(障害児支援)における【事業所

情報(明細)】画面において、《変更年月日》欄が平成 25 年 4 月 1 日以降の場合、《新体系定着支

援事業による助成の有無》欄及び《保障単位数(新体系定着支援)》欄が入力不可となるよう変更

します。 

ここでは、簡易入力システム(障害福祉サービス)を例に説明します。 

 

 

○【事業所情報(明細)】画面 《算定項目》タブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 以下のサービス種類について、変更します。 

［障害福祉サービス］ 

・療養介護 

・生活介護 

・共同生活介護 

・施設入所支援 

・共同生活援助 

・宿泊型自立訓練 

・自立訓練(機能訓練) 

・自立訓練(生活訓練) 

・就労移行支援 

・就労移行支援(養成施設) 

・就労継続支援(A 型) 

・就労継続支援(B 型) 

機能のイメージ 

機能概要 

 

 

《変更年月日》欄が平成 25 年 4 月 1 日以降の場合、《新体系定着支援事業による助成

の有無》欄及び《保障単位数(新体系定着支援)》欄が入力不可となるよう変更します。 
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［障害児支援］ 

・児童発達支援 

・医療型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・障害児入所支援 

・医療型障害児入所支援
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(2)基本情報入力内容確認 

 

簡易入力システム(障害福祉サービス)及び簡易入力システム(障害児支援)における【基本情

報入力内容確認】画面において、《提供年月》欄が平成25年4月以降の場合、表示項目に[新体

系定着支援事業による助成の有無]を表示しないよう変更します。 

ここでは、簡易入力システム(障害福祉サービス)を例に説明します。 

 

 

○【基本情報入力内容確認】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 以下のサービス種類について、変更します。 

［障害福祉サービス］ 

・生活介護 

・共同生活介護 

・施設入所支援 

・共同生活援助 

・就労移行支援 

・就労移行支援(養成施設) 

・就労継続支援(A 型) 

・就労継続支援(B 型) 

［障害児支援］ 

・児童発達支援 

・医療型児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援 

・障害児入所支援 

・医療型障害児入所支援 

 

機能のイメージ 

機能概要 

 

《提供年月》欄が平成 25 年 4 月以降の場合、表示項目に[新体系定着支援事業

による助成の有無]を表示しないよう変更します。 
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3.1.3.  単位数表標準マスタの最適化について 
単位数表標準マスタにおいて、制度改正や報酬改定によるマスタレコード件数の大幅な増加のため単

位数表標準マスタの構造を最適化し、システム処理速度の改善や保守性向上を図ります。 

簡易入力システムにおける単位数表標準マスタの最適化についての変更点は、以下の通りです。 

 

(1)基本情報設定 

 

簡易入力システム(障害福祉サービス)及び簡易入力システム(障害児支援)における単位数表

標準マスタの最適化に伴い、単位数表標準マスタ取込機能を廃止します。 

単位数表標準マスタの更新については、簡易入力システムのバージョンアップに併せて、最新

のものを提供します。 

【基本情報設定】画面において、単位数表標準マスタ取込に関する記載及び[単位数表標準

マスタ取込]ボタンを削除します。 

ここでは、簡易入力システム(障害福祉サービス)を例に説明します。 

 

 

○【基本情報設定】画面(Ver2.12 の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【基本情報設定】画面(Ver2.13 の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

 

 

【基本情報設定】画面において、単位数表標準マスタ取込に関する記載

及び[単位数表標準マスタ取込]ボタンを削除します。 
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(2)詳細メニュー 

 

簡易入力システム(障害福祉サービス)及び簡易入力システム(障害児支援)における単位数表

標準マスタの最適化に伴い、単位数表標準マスタ取込機能を廃止します。 

単位数表標準マスタの更新については、簡易入力システムのバージョンアップに併せて、最新

のものを提供します。 

【詳細メニュー】画面の《基本情報設定》タブにおいて、[単位数表標準マスタ取込]ボタンを削

除します。 

ここでは、簡易入力システム(障害福祉サービス)を例に説明します。 

 

 

○【詳細メニュー】画面 《基本情報設定》タブ(Ver2.12 の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【詳細メニュー】画面 《基本情報設定》タブ(Ver2.13 の場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

 

 

【詳細メニュー】画面の《基本情報設定》タブにおいて、[単位数表標準マスタ取

込]ボタンを削除します。 
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(3)単位数表標準マスタ取込 

 

簡易入力システム(障害福祉サービス)及び簡易入力システム(障害児支援)において、単位数

表標準マスタの最適化に伴い、単位数表標準マスタ取込機能を廃止します。 

単位数表標準マスタの更新については、簡易入力システムのバージョンアップに併せて、最新

のものを提供します。 

ここでは、簡易入力システム(障害福祉サービス)を例に説明します。 

 

 

○【単位数表標準マスタ取込】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

単位数表標準マスタの最適化に伴い、単位数表標準マスタ取込機能を

廃止します。 

簡易入力システム Ver2.13 以降は使用することができません。 
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(4)単位数表標準マスタ表示 

 

簡易入力システム(障害福祉サービス)及び簡易入力システム(障害児支援)における単位数表

標準マスタの最適化に伴い、【単位数表標準マスタ表示】画面において、項目、点検を追加及び

変更します。 

ここでは、簡易入力システム(障害福祉サービス)を例に説明します。 

 

 

①画面の変更 

【単位数表標準マスタ表示】画面において、《区分》欄に[単価]を追加します。 

また、《基準日》欄及び《サービス内容略称》欄を追加します。 

 

○【単位数表標準マスタ表示】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 項目名 内容 

① 区分 決定サービスコードを表示する場合、[決定]を選択します。 

請求サービスコードを表示する場合、[請求]を選択します。 

単価を表示する場合、[単価]を選択します。 

② 基準日 初期値として、以下の日付を表示します。 

・ システム日付が 15 日以前の場合、前月の末日 

・ システム日付が 16 日以降の場合、当月の末日 

変更する場合は、日付を入力します。 

③ サービス内容略称※ サービス内容略称を入力します。 

※ 《区分》欄で[請求]を選択した場合、入力可能となります。 

 

機能のイメージ 

機能概要 

① 
 

 
 

② 
③ 
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②点検の追加 

【単位数表標準マスタ表示】画面において、入力時及び［表示］ボタンクリック時の点検を追

加します。 

 

○【単位数表標準マスタ表示】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 《基準日》欄 

入力時 

《基準日》欄に入力された値が

日付であること 

基準日は存在しない日付です。 

点検 2 《サービス 

内容略称》欄 

入力時 

《サービス内容略称》欄に入力

された値が全角文字であること 

サービス内容略称が不正です。

全角文字で入力してください。 

点検 3 ［表示］ボタン 

クリック時 

《基準日》欄が入力されているこ

と 

基準日を入力してください。 

点検 4 《基準日》欄に入力された値が

日付であること 

基準日は存在しない日付です。 

点検 5 《サービス内容略称》欄に入力

された値が全角文字であること 

サービス内容略称が不正です。

全角文字で入力してください。 

 

 

点検 1 

 

 

点検 3 点検 4 

点検 5 点検 2 
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③点検の変更 

【単位数表標準マスタ表示】画面において、［表示］ボタンクリック時の点検を変更します。 

 

○【単位数表標準マスタ表示】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 ［表示］ボタン 

クリック時 

《サービス種類》欄が選択されて

いること 

サービス種類を入力してくださ

い。 

 
 

点検 1 
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3.2.  障害福祉サービス 
3.2.1.  CH・GH における月に複数回体験利用を実施する場合の入力について 

CH・GH において、同一受給者に対して月に複数回の体験利用を実施し、体験利用の間の期間に利用

がない場合があります。 

簡易入力システム(障害福祉サービス)の CH・GH における月に複数回体験利用を実施する場合の入力

についての変更点は、以下の通りです。 

 

(1)共同生活介護サービス 

 

【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面において、《サービス利用区分》欄に[利用

なし]を追加します。 

また、【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面において、登録時の点検を追加及び

変更します。 

 

 

①画面の変更 

【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面において、《サービス利用区分》欄に[利

用なし]を追加します。 

 

○【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

 ① 
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No 項目名 提供年月 内容 

① サービス利用 

区分 

平成 21 年 3 月 

以前 

入力不可となります。 

平成 21 年 4 月 

以降 

・体験利用の場合、[体験利用]を選択します。 

・個人単位で居宅介護等を利用した場合、 

[居宅介護等利用]を選択します。 

・サービスの提供を実施していない場合、 

[利用なし]を選択します。 
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《サービス利用区分》欄による画面制御について 

《備考》欄について 

 

 

 

 

《サービス利用区分》欄に[利用なし]が入力されている場合、該当日付のその他の

入力項目は入力不可となります。 

 

○【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス利用区分》欄に[体験利用]が入力された場合、自動的に《備考》欄に[体

験利用]を設定します。 

 

○【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス利用区分》欄に[利用なし]が入力されている場合、該当日付のその他の入

力項目は入力不可となります。 

 

《サービス利用区分》欄に[体験利用]が入力された場合、自動的に《備考》欄に[体験

利用]を設定します。 

- 57 -



 

帳票印刷について 

 

 

 

 

《サービス利用区分》欄に[利用なし]が入力されている場合、該当日付の明細につ

いては、送信される請求情報に含まれません。そのため、帳票にも出力されません。 

 

○【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○[共同生活介護サービス提供実績記録票(確認リスト)] 
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②点検の追加 

【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面において、登録時の点検を追加します。 

 

○【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 ［登録］ボタン 

クリック時 

提供年月が平成 21 年 4 月以降

の場合、入所日以降、退所日以

前の全ての明細部の《サービス

利用区分》欄に[利用なし]が入

力されていないこと 

全ての明細のサービス利用区

分に「利用なし」が入力されて

います。サービス利用区分の入

力内容を確認してください。 

 

 

 

点検 1 
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③点検の変更 

【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面において、登録時の点検を変更します。 

 

○【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 ［登録］ボタン 

クリック時 

提供年月が平成 21 年 4 月以降

の場合、入所日以降、退所日以

前の明細の日付の有効な共同

生活介護サービスの情報が、【事

業所情報(明細)】画面の《算定項

目》タブに登録されていること 

○日の支援実績に対して、有

効な事業所情報(明細)が登録

されていません。 

(※1)(※2) 

点検 2 提供年月が平成 21 年 4 月以降

の場合、入所日以降、退所日以

前の明細の日付の有効な共同

生活介護サービスの情報が、【事

業所情報(明細)】画面の《算定項

目》タブに登録されている、かつ

有効な情報の変更年月日が平

成 21 年 4 月以降であること 

○日の支援実績に対して、変

更年月日が平成２１年４月以降

の事業所情報(明細）が登録さ

れていません。 

(※1)(※2) 

点検 3 入所日以降、退所日以前の明細

の日付が共同生活介護サービス

の支給決定期間内であること 

○日の支給決定情報が登録さ

れていません。 

(※2) 

点検 1～9 
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No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 4 ［登録］ボタン 

クリック時 

提供年月が平成21年4月以降、

かつ受給者情報(支給決定)で

[共同生活介護経過的居宅介護

決定]の決定サービスコードが登

録されている場合、入所日以

降、退所日以前の明細の日付の

有効な事業所情報(明細)の《経

過的居宅介護利用型区分》欄に

[該当]が登録されていること 

(※3) 

支給決定情報が「共同生活介

護経過的居宅介護決定」の場

合に、事業所情報(明細)の経

過的居宅介護利用型区分が

「非該当」で入力されています。 

(※1) 

点検 5 提供年月が平成21年4月以降、

かつ受給者情報(支給決定)で

[共同生活介護基本決定]の決定

サービスコードが登録されている

場合、入所日以降、退所日以前

の明細の日付の有効な事業所

情報(明細)の《経過的居宅介護

利用型区分》欄に[非該当]が登

録されていること 

(※3) 

支給決定情報が「共同生活介

護基本決定」の場合に、事業所

情報(明細)の経過的居宅介護

利用型区分が「該当」で入力さ

れています。 

(※1) 

点検 6 提供年月が平成21年4月以降、

かつ受給者情報(支給決定)で

[共同生活介護重度障害者居宅

介護利用対象者]の決定サービ

スコードが登録されている場合、

入所日以降、退所日以前の明細

の日付の有効な事業所情報(明

細)の《経過的居宅介護利用型

区分》欄に[非該当]が登録され

ていること 

(※3) 

支給決定情報が「共同生活介

護重度障害者居宅介護利用対

象者決定」の場合に、事業所情

報(明細)の経過的居宅介護利

用型区分が「該当」で入力され

ています。 

(※1) 

点検 7 提供年月が平成21年4月以降、

かつ受給者情報(支給決定)で

[共同生活介護基本決定]の決定

サービスコードが登録されている

場合、入所日以降、退所日以前

の明細の日付の有効な受給者

情報(詳細)の《障害程度区分》欄

が区分 2 以上で登録されている

こと 

○日の受給者情報の障害程度

区分が区分２以上で登録されて

いません。 

(※1)(※2) 
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No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 8 ［登録］ボタン 

クリック時 

提供年月が平成21年4月以降、

かつ受給者情報(支給決定)で

[共同生活介護重度障害者居宅

介護利用対象者]の決定サービ

スコードが登録されている場合、

入所日以降、退所日以前の明細

の日付の有効な受給者情報(詳

細)の《障害程度区分》欄が区分

4 以上で登録されていること 

○日の受給者情報の障害程度

区分が区分４以上で登録されて

いません。 

(※1)(※2) 

点検 9 サービスを提供した日数の合計

が支給決定情報の決定支給量

以下であること 

(※3) 

サービスを提供した日数が決定

支給量を超えています。 

 

※1 警告メッセージが表示されますが、正常登録することができます。 

※2 《サービス利用区分》欄に[利用なし]が入力されている場合、点検を行いません。 

※3 《サービス利用区分》欄に[利用なし]が入力されている日は除きます。 
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(2)共同生活援助サービス 

 

【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面において、《サービス利用区分》欄に[利用

なし]を追加します。 

また、【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面において、登録時の点検を追加及び

変更します。 

 

 

①画面の変更 

【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面において、《サービス利用区分》欄に[利

用なし]を追加します。 

 

○【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 項目名 提供年月 内容 

① サービス利用 

区分 

平成 21 年 3 月 

以前 

入力不可となります。 

平成 21 年 4 月 

以降 

・体験利用の場合、[体験利用]を選択します。 

・サービスの提供を実施していない場合、[利

用なし]を選択します。 

機能のイメージ 

機能概要 

①  
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《サービス利用区分》欄による画面制御について 

《備考》欄について 

 

 

 

 

《サービス利用区分》欄に[利用なし]が入力されている場合、該当日付のその他の

入力項目は入力不可となります。 

 

○【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス利用区分》欄に[体験利用]が入力された場合、自動的に《備考》欄に[体

験利用]を設定します。 

 

○【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス利用区分》欄に[利用なし]が入力されている場合、該当日付のその他の入

力項目は入力不可となります。 

 

《サービス利用区分》欄に[体験利用]が入力された場合、自動的に《備考》欄に[体験

利用]を設定します。 
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帳票印刷について 

 

 

 

 

《サービス利用区分》欄に[利用なし]が入力されている場合、該当日付の明細につ

いては、送信される請求情報に含まれません。そのため、帳票にも出力されません。 

 

○【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○[共同生活援助サービス提供実績記録票(確認リスト)] 
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②点検の追加 

【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面において、登録時の点検を追加します。 

 

○【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 ［登録］ボタン 

クリック時 

提供年月が平成 21 年 4 月以降

の場合、入所日以降、退所日以

前の全ての明細部の《サービス

利用区分》欄に[利用なし]が入

力されていないこと 

全ての明細のサービス利用区

分に「利用なし」が入力されて

います。サービス利用区分の入

力内容を確認してください。 

 

 

 

点検 1 
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③点検の変更 

【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面において、登録時の点検を変更します。 

 

○【共同生活援助サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 ［登録］ボタン 

クリック時 

提供年月が平成 21 年 4 月以降

の場合、入所日以降、退所日以

前の明細の日付の有効な共同

生活援助サービスの情報が、【事

業所情報(明細)】画面の《算定項

目》タブに登録されていること 

○日の支援実績に対して、有

効な事業所情報(明細)が登録

されていません。 

(※1)(※2) 

点検 2 提供年月が平成 21 年 4 月以降

の場合、入所日以降、退所日以

前の明細の日付の有効な共同

生活援助サービスの情報が、【事

業所情報(明細)】画面の《算定項

目》タブに登録されている、かつ

有効な情報の変更年月日が平

成 21 年 4 月以降であること 

○日の支援実績に対して、変

更年月日が平成２１年４月以降

の事業所情報(明細）が登録さ

れていません。 

(※1)(※2) 

点検 3 入所日以降、退所日以前の明細

の日付が共同生活援助サービス

の支給決定期間内であること 

○日の支給決定情報が登録さ

れていません。 

(※2) 

点検 4 サービスを提供した日数の合計

が支給決定情報の決定支給量

以下であること 

(※3) 

サービスを提供した日数が決定

支給量を超えています。 

 

※1 警告メッセージが表示されますが、正常登録することができます。 

※2 《サービス利用区分》欄に[利用なし]が入力されている場合、点検を行いません。 

※3 《サービス利用区分》欄に[利用なし]が入力されている日は除きます。 

点検 1～4 
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(3)請求明細書自動作成 

 

【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面及び【共同生活援助サービス提供実績記録

入力】画面において、《サービス利用区分》欄で[利用なし]を選択し請求明細書自動作成を行っ

た場合、[利用なし]が選択されている日付については、自動作成の対象外とするよう変更します。 

ここでは、【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面を例に説明します。 

 

 

○【共同生活介護サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【請求明細書自動作成確認】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

 

 

《サービス利用区分》欄で[利用なし]を選択し請求明細書自動作成を行った場合、

[利用なし]が選択されている日付については、自動作成の対象外とするよう変更し

ます。 
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3.2.2.  経過措置対象事業所における単位数単価の自動取得について 
経過措置対象事業所において、生活介護、または施設入所支援の請求明細書作成時に、単位数単価

を自動で取得できるよう算定項目の追加及び点検の追加を行います。 

変更点は、以下の通りです。 

 

(1)事業所情報保守 

 

【事業所情報(明細)】画面の《算定項目》タブにおいて、サービス種類が生活介護、または施設

入所支援の場合、《施設等の区分(旧障害児施設)》欄及び《障害児施設区分(旧障害児施設)》欄

を追加します。 

また、《施設等の区分(旧障害児施設)》欄及び《障害児施設区分(旧障害児施設)》欄において、

登録時の点検を追加します。 

 

 

①画面の変更 

【事業所情報(明細)】画面の《算定項目》タブにおいて、サービス種類が生活介護、または施

設入所支援の場合、《施設等の区分(旧障害児施設)》欄及び《障害児施設区分(旧障害児施

設)》欄を追加します。 

 

○【事業所情報(明細)】画面 《算定項目》タブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

  
① ② 
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No 項目名 内容 

① 施設等の区分 

(旧障害児施設) 

(※1) 

・サービス種類が生活介護、または施設入所支援以外、《変更年

月日》欄が平成 24 年 3 月 31 日以前、または《経過措置の有無》

欄が[無し]の場合、入力不可となります。 

・サービス種類が生活介護、または施設入所支援、《変更年月日》

欄が平成 24 年 4 月１日以降、かつ《経過措置の有無》欄が[有り]

の場合、[当該施設が単独施設] [当該施設に併設する施設が主

たる施設] [当該施設が主たる施設]のいずれかを入力します。 

② 障害児施設区分 

(旧障害児施設) 

(※1) 

・サービス種類が生活介護、または施設入所支援以外、《変更年

月日》欄が平成 24 年 3 月 31 日以前、または《経過措置の有無》

欄が[無し]の場合、入力不可となります。 

・サービス種類が生活介護、または施設入所支援、《変更年月日》

欄が平成 24 年 4 月１日以降、かつ《経過措置の有無》欄が[有り]

の場合、[知的障害の場合] [自閉症の場合] [盲の場合] [ろうあの

場合] [肢体不自由の場合]のいずれかを入力します。 

※1 指定事業所(CH・GH 以外)の場合、表示されます。 
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②点検の追加 

【事業所情報(明細)】画面の《算定項目》タブにおいて、サービス種類が生活介護、または施

設入所支援の場合、《施設等の区分(旧障害児施設)》欄及び《障害児施設区分(旧障害児施

設)》欄において、登録時の点検を追加します。 

 

○【事業所情報(明細）】画面 《算定項目》タブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検1 [登録]ボタン 

クリック時 

サービス種類が生活介護、または

施設入所支援、《変更年月日》欄が

平成 24 年 4 月１日以降、かつ《経

過措置の有無》欄が[有り]の場合、

《施設等の区分（旧障害児施設）》

欄及び《障害児施設区分（旧障害

児施設）》欄が入力されていること 

経過措置の有無が「有り」の場

合、施設等の区分（旧障害児

施設）、障害児施設区分（旧障

害児施設）を登録してください。 

 

 

 

点検 1 
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(2)基本情報入力内容確認 

 

【基本情報入力内容確認】画面において、【請求内容管理】画面から表示された場合、サービ

ス種類が生活介護、または施設入所支援、かつ《提供年月》欄が平成 24 年 4 月以降の場合、表

示項目に[経過措置の有無]、[施設等の区分(旧障害児施設)]及び[障害児施設区分(旧障害児

施設)]を追加します。 

 

 

○【基本情報入力内容確認】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 【実績記録入力】画面から表示された場合、[経過措置の有無]、[施設等の区分(旧障害児施

設)]及び[障害児施設区分(旧障害児施設)]は表示されません。

機能のイメージ 

機能概要 
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(3)請求明細書 

 

【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力(様式第二)】画面において、経過措置対象事業所

の場合、提供年月時点の地域区分情報と、提供年月の末日時点で有効な事業所情報(明細)を

基に単位数単価を自動取得できるよう変更し、登録時の点検を追加します。 

 

 

①制御の変更 

 

○【地域区分設定】画面                  ○【事業所情報(明細)】画面 《算定項目》タブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力(様式第二)】画面 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

 

 

 

経過措置対象事業所の場合、提供年月時点の地域区分情報と、提供年月

の末日時点で有効な事業所情報(明細)を基に単位数単価を自動取得できる

よう変更します。 
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②点検の追加 

【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力(様式第二)】画面において、登録時の点検を追

加します。 

 

○【介護給付費・訓練等給付費等明細書入力(様式第二)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検1 [登録]ボタン 

クリック時 

地域区分情報の《経過措置の有

無》欄が[有り]、かつサービス種類

が生活介護、または施設入所支援

の場合、提供年月の月末時点の事

業所情報(明細)の《経過措置の有

無》欄が[有り]であること 

事業所情報(明細)の経過措置

の有無が「有り」で登録されてい

ません。 

(※1) 

点検2 地域区分情報の《経過措置の有

無》欄が[有り]、サービス種類が生

活介護、または施設入所支援、か

つ提供年月の月末時点の事業所

情報(明細)の《経過措置の有無》欄

が[有り]の場合、《施設等の区分(旧

障害児施設)》欄及び《障害児施設

区分(旧障害児施設)》欄が登録さ

れていること 

事業所情報(明細)に施設等の

区分(旧障害児施設)と障害児

施設区分(旧障害児施設)が登

録されていません。 

(※1) 

※1 警告メッセージが表示されますが、正常登録することができます。 

 

点検 1 

 

点検 2 
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請求サービスコードの絞り込みについて 

 

 

 

 

経過措置対象事業所の場合、【請求サービスコード検索】画面における[検索]ボタ

ンクリック時のサービスコード表示において、月末時点で有効な事業所情報(明細)の

施設等の区分(旧障害児施設)を条件に、該当するサービスコードのみを表示しま

す。 

 

○【請求サービスコード検索】画面 
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3.3.  障害児支援 
3.3.1.  障害児通所支援における異なる単位数単価での請求について 

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、同一事業所で同一月に同一受給者に対して、主と

して重症心身障害児以外を受け入れる事業所と重症心身障害児を受け入れる事業所の両方でサービスを

提供した場合、異なる単位数単価で請求を行うことがあります。 

簡易入力システム(障害児支援)における児童発達支援及び放課後等デイサービスについての変更点は、

以下の通りです。 

 

(1)児童発達支援実績記録票 

 

【児童発達支援提供実績記録入力】画面において、《サービス提供単位番号(明細)》欄を追加

します。 

[児童発達支援提供実績記録票(確認リスト)]において、【児童発達支援提供実績記録入力】画

面で新たに追加された、《サービス提供単位番号(明細)》欄を出力します。 

【児童発達支援提供実績記録入力】画面で新たに追加された、《サービス提供単位番号(明

細)》欄について、点検を追加及び変更します。 

 

 

①画面の変更 

【児童発達支援提供実績記録入力】画面において、《サービス提供単位番号(明細)》欄を追

加します。 

 

○【児童発達支援提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

 

① 
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《サービス提供単位番号(明細)》欄による制御について 

 

No 項目名 提供年月 内容 

① サービス提供 

単位番号 

(明細) 

平成 24 年 4 月 

以降 
・ 【事業所情報(明細)】画面で、提供年月時点

でサービス提供単位番号が単一で登録され

ている場合、表示されません。 

・ 【事業所情報(明細)】画面で、提供年月時点

でサービス提供単位番号が複数で登録され

ている場合、表示されます。 

・ ヘッダー部のサービス提供単位番号と異なる

サービス提供単位番号を設定する場合、[00]

～[99]を入力します。 

 

 

 

 

 

《サービス提供単位番号(明細)》欄が入力されている場合、該当日付の入力制御

及び点検については、《サービス提供単位番号(明細)》欄に入力されているサービス

提供単位番号を基に行います。 

 

○【児童発達支援提供実績記録入力】画面 
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②帳票の変更 

[児童発達支援提供実績記録票(確認リスト)]において、【児童発達支援提供実績記録入力】

画面で新たに追加された、《サービス提供単位番号(明細)》欄を出力します。 

 

○[児童発達支援提供実績記録票(確認リスト)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 項目名 提供年月 内容 

① サービス提供 

単位番号 

(明細) 

平成 24 年 4 月 

以降 

・【児童発達支援提供実績記録入力】画面で

入力した内容が出力されます。 

 

 

① 
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③点検の追加 

【児童発達支援提供実績記録入力】画面で新たに追加された、《サービス提供単位番号(明

細)》欄に伴い、点検を追加します。 

 

○【児童発達支援提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 ［登録］ボタン 

クリック時 

《サービス提供単位番号(明細)》

欄が入力されている場合、該当

の明細の日付時点におけるサー

ビス提供単位番号の有効な情報

が事業所情報(明細)に登録され

ていること 

○日のサービス提供単位番号

(明細)が不正です。有効な事業

所情報(明細)が登録されていま

せん。 

(※1) 

点検 2 入力された明細の日付時点にお

けるサービス提供単位番号の有

効な事業所情報(明細)の《施設

等の区分》欄が全て同一であるこ

と 

事業所情報(明細)の施設等の

区分の登録内容が同一ではあ

りません。 

(※1) 

点検 3 《サービス提供単位番号(明細)》

欄が入力されている場合、《サー

ビス提供の状況》欄、または《開

始時間》欄及び《終了時間》欄が

入力されていること 

○日のサービス提供単位番号

(明細)が不正です。サービス提

供の状況または開始時間、終

了時間を入力していない場合

に、サービス提供単位番号(明

細)を入力することはできませ

ん。 

※1 警告メッセージが表示されますが、正常登録することができます。 

 

 

  

 

点検 1 

点検 2 点検 3 
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④点検の変更 

【児童発達支援提供実績記録入力】画面で新たに追加された、《サービス提供単位番号(明

細)》欄に伴い、点検を変更します。 

 

○【児童発達支援提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 ［登録］ボタン 

クリック時 

《送迎加算(往)》欄が入力されて

いる場合、提供年月の月末時点

で有効な事業所情報（明細）が

存在し、《施設等の区分》欄が[児

童発達支援センター以外]である

こと 

○日の送迎加算が不正です。

送迎加算の算定対象外の事業

所情報のため、送迎加算を入

力することはできません。 

(※1) 

点検 2 《送迎加算(復)》欄が入力されて

いる場合、提供年月の月末時点

で有効な事業所情報（明細）が

存在し、《施設等の区分》欄が[児

童発達支援センター以外]である

こと 

○日の送迎加算が不正です。

送迎加算の算定対象外の事業

所情報のため、送迎加算を入

力することはできません。 

(※1) 

点検 3 《食事提供加算》欄が入力されて

いる場合、提供年月の月末時点

で有効な事業所情報（明細）が

存在し、《施設等の区分》欄が[児

童発達支援センター]であること 

○日の食事提供加算が不正で

す。食事提供加算の算定対象

外の事業所情報のため、食事

提供加算を入力することはでき

ません。 

(※1) 

※1 警告メッセージが表示されますが、正常登録することができます。 

 

  

 

点検 1 点検 2 点検 3 
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(2)放課後等デイサービス実績記録票 

 

【放課後等デイサービス提供実績記録入力】画面において、《サービス提供単位番号(明細)》

欄を追加します。 

[放課後等デイサービス提供実績記録票(確認リスト)]において、【放課後等デイサービス提供

実績記録入力】画面で新たに追加された、《サービス提供単位番号(明細)》欄を出力します。 

【放課後等デイサービス提供実績記録入力】画面で新たに追加された、《サービス提供単位番

号(明細)》欄について、点検を追加します。 

 

 

①画面の変更 

【放課後等デイサービス提供実績記録入力】画面において、《サービス提供単位番号(明

細)》欄を追加します。 

 

○【放課後等デイサービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 項目名 提供年月 内容 

① サービス提供 

単位番号 

(明細) 

平成 24 年 4 月 

以降 
・ 【事業所情報(明細)】画面で、提供年月時点

でサービス提供単位番号が単一で登録され

ている場合、表示されません。 

・ 【事業所情報(明細)】画面で、提供年月時点

でサービス提供単位番号が複数で登録され

ている場合、表示されます。 

・ ヘッダー部のサービス提供単位番号と異なる

サービス提供単位番号を設定する場合、[00]

～[99]を入力します。 

機能のイメージ 

機能概要 

 

① 
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《サービス提供単位番号(明細)》欄による制御について 

 

 

 

 

《サービス提供単位番号(明細)》欄が入力されている場合、該当日付の入力制御

及び点検については、《サービス提供単位番号(明細)》欄に入力されているサービス

提供単位番号を基に行います。 

 

○【放課後等デイサービス提供実績記録入力】画面 
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②帳票の変更 

[放課後等デイサービス提供実績記録票(確認リスト)]において、【放課後等デイサービス提

供実績記録入力】画面で新たに追加された、《サービス提供単位番号(明細)》欄を出力しま

す。 

 

○[放課後等デイサービス提供実績記録票(確認リスト)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 項目名 提供年月 内容 

① サービス提供 

単位番号 

(明細) 

平成 24 年 4 月 

以降 

・【放課後等デイサ―ビス提供実績記録入力】

画面で入力した内容が出力されます。 

 

 

① 
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③点検の追加 

【放課後等デイサービス提供実績記録入力】画面で新たに追加された、《サービス提供単位

番号(明細)》欄に伴い、点検を追加します。 

 

○【放課後等デイサービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 ［登録］ボタン 

クリック時 

《サービス提供単位番号(明細)》

欄が入力されている場合、該当

の明細の日付時点におけるサー

ビス提供単位番号の有効な情報

が事業所情報(明細)に登録され

ていること 

○日のサービス提供単位番号

(明細)が不正です。有効な事業

所情報(明細)が登録されていま

せん。 

(※1) 

点検 2 《サービス提供単位番号(明細)》

欄が入力されている場合、《サー

ビス提供の状況》欄、または《開

始時間》欄及び《終了時間》欄が

入力されていること 

○日のサービス提供単位番号

(明細)が不正です。サービス提

供の状況または開始時間、終

了時間を入力していない場合

に、サービス提供単位番号(明

細)を入力することはできませ

ん。 

※1 警告メッセージが表示されますが、正常登録することができます。 

 

  

 

点検 1 点検 2 
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(3)請求明細書自動作成 

 

【児童発達支援提供実績記録入力】画面及び【放課後等デイサービス提供実績記録入力】画

面において、日毎の事業所情報(明細)を基に自動作成できるよう変更し、同月に異なる単位数単

価で請求を行う場合、単位数単価毎に集計情報が自動作成されるよう変更します。 

 

 

○【児童発達支援提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【障害児通所給付費・入所給付費等明細書(明細情報)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

 

 

 

 

《サービス提供単位番号(明細)》欄が入力されている場合、《サービス提供単位番号(明細)》欄

に入力されているサービス提供単位番号を基に自動作成します。 

《サービス提供単位番号(明細)》欄が入力されていない場合、ヘッダー部の《サービス提供単位

番号》欄に入力されているサービス提供単位番号を基に自動作成します。 
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○【障害児通所給付費・入所給付費等明細書(集計情報)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同月に異なる単位数単価で請求を行う場合、単位数単価毎に集計情報が自

動作成されるよう変更します。 
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(4)請求明細書 

 

【障害児通所給付費・入所給付費等明細書入力】画面及び【特例障害児通所給付費等明細

書入力】画面において、異なる単位数単価で請求が行えるよう変更し、入力した内容の相関につ

いて点検を変更します。 

ここでは、【障害児通所給付費・入所給付費等明細書入力】画面を例に説明します。 

 

 

① 異なる単位数単価で請求を行う場合 

【障害児通所給付費・入所給付費等明細書入力】画面及び【特例障害児通所給付費等明

細書入力】画面において、施設等の区分及び障害児施設区分に応じた単位数単価毎に給付

単位数を集計するよう変更します。 

 

○【障害児通所給付費・入所給付費等明細書(明細情報)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《明細情報》 

No サービス内容 サービスコード 単位数 回数 サービス単位数 

1 児発１５ 611511 616 3 回 1,848 

2 児発１６・定超 618521 312 2 回 632 

 

機能のイメージ 

機能概要 

 

サービス提供内容に応じて、サービスコードを設定します。 
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○【障害児通所給付費・入所給付費等明細書(集計情報)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《集計情報》 

No サービス種類 サービス利用日数 給付単位数 単位数単価 

1 61 3 日 1,848 11.120 

2 61 2 日 632 11.370 

 

施設等の区分及び障害児施設区分に応じた単位数単価毎に給付単位

数を集計します。 
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②点検の変更 

【障害児通所給付費・入所給付費等明細書(明細情報)】画面及び【障害児通所給付費・入

所給付費等明細書(集計情報)】画面において、入力した内容の相関について点検を変更しま

す。 

 

○【障害児通所給付費・入所給付費等明細書(明細情報)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【障害児通所給付費・入所給付費等明細書(集計情報)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 ［登録］ボタン 

クリック時 

【障害児通所給付費・入所給付

費等明細書(明細情報)】画面に

おいて、登録されているサービス

コードに対応した単位数単価の

集計情報が【障害児通所給付

費・入所給付費等明細書(集計

情報)】画面に登録されていること 

明細情報入力画面のサービス

コード「[該当するサービスコー

ド]」が、集計情報入力画面で集

計されていません。 

(※１) 

点検 2 【障害児通所給付費・入所給付

費等明細書(集計情報)】画面に

おいて、登録されているサービス

種類に対応した施設等の区分及

び障害児施設区分の明細情報

が【障害児通所給付費・入所給

付費等明細書(明細情報)】画面

に登録されていること 

請求額集計情報のサービス分

類「[該当するサービス種類コー

ド]」に対応する情報が、明細情

報入力画面で入力されていま

せん。 

(※１) 

※１ 詳細については、[Point!集計欄分類番号に関する点検について]を参照してください。

 

 

 

 

点検 1 

点検 2 
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集計欄分類番号に関する点検について 

 

 

 

 

【障害児通所給付費・入所給付費等明細書(明細情報)】画面及び【障害児通所給付費・入所

給付費等明細書(集計情報)】画面において、明細情報と集計情報の集計欄分類番号との相関

に関する点検の詳細は、以下の通りです。 

 

※サービス種類が児童発達支援、または放課後等デイサービスの場合、点検を行います。 

 

<明細情報と集計情報の集計欄分類番号の相関点検> 

 

 

サービスコードが

対象としている 

障害児施設区分 

明細情報の 

サービスコードの 

内容 

点検内容 

1 種類の場合 本体報酬 

人工内耳装用児 

支援加算以外、 

かつ新体系定着 

支援以外の加算 

・障害児施設区分が[重症心身障害以外の場合]の場

合、集計欄分類番号[1]の明細が集計情報に存在す

ること 

・障害児施設区分が[重症心身障害の場合]の場合、集

計欄分類番号[7]の明細が集計情報に存在すること 

(地域区分が[その他]、または[その他(旧児童デイ)]の

場合、集計欄分類番号[1]が存在するかの点検となり

ます。また、障害児施設区分が[重症心身障害以外の

場合]のサービスコードが存在しない場合、集計欄分

類番号[1]が存在するかの点検となります。) 

人工内耳装用児 

支援加算 

・集計欄分類番号[2]の明細が集計情報に存在すること 

（地域区分が[その他]、または[その他(旧児童デイ)]の

場合、集計欄分類番号[1]が存在するかの点検となり

ます。） 

新体系定着支援 ・障害児施設区分が[重症心身障害以外の場合]の場

合、集計欄分類番号[4]の明細が集計情報に存在す

ること 

・障害児施設区分が[重症心身障害の場合]の場合、集

計欄分類番号[6]の明細が集計情報に存在すること 

(地域区分が[その他]、または[その他(旧児童デイ)]の

場合、集計欄分類番号[4]が存在するかの点検となり

ます。また、障害児施設区分が[重症心身障害以外の

場合]のサービスコードが存在しない場合、集計欄分

類番号[4]が存在するかの点検となります。) 

- 90 -



 

 

 

サービスコードが

対象としている 

障害児施設区分 

明細情報の 

サービスコードの 

内容 

点検内容 

2 種類の場合 本体報酬 

人工内耳装用児 

支援加算以外、 

かつ新体系定着 

支援以外の加算 

・集計欄分類番号[1]の明細が集計情報に存在すること 

人工内耳装用児 

支援加算 

・集計欄分類番号[2]の明細が集計情報に存在すること 

(地域区分が[その他]、または[その他(旧児童デイ)]の

場合、集計欄分類番号[1]が存在するかの点検となり

ます。) 

新体系定着支援 ・集計欄分類番号[4]の明細が集計情報に存在すること 

・集計欄分類番号[7]の明細が存在しない場合、集計分

類番号[6]の明細が存在しないこと 

 

<集計情報の集計欄分類番号と明細情報の相関点検> 

 集計欄 

分類番号 
点検内容 

1 障害児施設区分が[重症心身障害以外の場合]のサービスコードが存在する

こと(人工内耳装用児支援加算及び新体系定着支援を除く) 

(地域区分が[その他]、または[その他(旧児童デイ)]の場合、[重症心身障害

の場合]のサービスコードが存在すること) 

2 人工内耳装用児支援加算のサービスコードが存在すること 

(地域区分が[その他]、または[その他(旧児童デイ)]の場合、集計欄分類番号

[1]で集計されている必要があるため、エラーとなります。) 

4 障害児施設区分が[重症心身障害以外の場合]の新体系定着支援のサービ

スコードが存在すること 

6 障害児施設区分が[重症心身障害の場合]の新体系定着支援のサービスコ

ードが存在すること 

(地域区分が[その他]、または[その他(旧児童デイ)]の場合、集計欄分類番号

[4]で集計されている必要があるため、エラーとなります。障害児施設区分が

[重症心身障害以外の場合]のサービスコードが存在しない場合、集計欄分

類番号[4]で集計されている必要があるため、エラーとなります。) 

7 障害児施設区分が[重症心身障害の場合]のサービスコードが存在すること

(人工内耳装用児支援加算及び新体系定着支援を除く) 

(地域区分が[その他]、または[その他(旧児童デイ)]の場合、集計欄分類番号

[1]で集計されている必要があるため、エラーとなります。障害児施設区分が

[重症心身障害以外の場合]のサービスコードが存在しない場合、集計欄分

類番号[1]で集計されている必要があるため、エラーとなります。 ) 
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集計欄分類番号について 

 

 

 

 

集計欄分類番号については、請求明細書の集計情報において、同一サービス種

類で異なる単位数単価で請求する場合に設定する項目になります。 

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける集計欄分類番号の設定は、以

下の通りです。 

 

※請求情報には含まれますが、簡易入力システムの画面上には、表示されない項目

となります。 

 

集計欄 

分類番号 
内容 

1 2、4、6 及び 7 以外の情報は 1 を設定します。 

2 単位数単価が 10 円以外の地域に所在する事業所において、下記

障害児支援サービスを行った場合、2 を設定します。 

(1)児童発達支援 

①人工内耳装用児支援加算 

4 同一サービス種類で給付率が異なる場合、4 を設定します。 

(新体系定着支援に係る請求額) 

6 同一サービス種類で給付率が異なる場合、6 を設定します。 

(7 のパターンにおける新体系定着支援に係る請求額) 

7 単位数単価が 10 円以外の地域に所在する事業所において、1 人

の障害児に対し、下記のような形態で障害児支援サービスを行った

場合、7 を設定します。 

(1)児童発達支援 

①児童発達支援センターにおいて、主として重症心身障害児以

外を受け入れる事業所と重症心身障害児を受け入れる事業所

の両方でサービスを提供した場合 

②児童発達支援センター以外において、主として重症心身障害

児以外を受け入れる事業所と重症心身障害児を受け入れる事

業所の両方でサービスを提供した場合 

(2)放課後等デイサービス 

①主として重症心身障害児以外を受け入れる事業所と重症心身

障害児を受け入れる事業所の両方でサービスを提供した場合 
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請求サービスコードの絞り込みについて 

 

 

 

 

事業所情報(明細)に複数の施設等の区分、障害児施設区分が登録されている場

合、事業所情報(明細)の月末時点の施設等の区分と複数の障害児施設区分を条件

に、該当するサービスコードのみを表示します。 

 

○【請求サービスコード検索】画面 
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3.3.2.  その他の機能改善 
簡易入力システム(障害児支援)におけるその他の機能改善に伴う変更点は、以下の通りです。 

 

(1)項目名称の変更について 

 

【事業所情報(明細)】画面において、旧体系のサービス種類における《新体系定着支援事業に

よる助成の有無》欄の名称を《事業運営安定化事業による助成の有無》欄に変更します。 

 

 

○【事業所情報(明細)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易入力システム Ver2.12 以前の名称 簡易入力システム Ver2.13 以降の名称 

新体系定着支援事業による助成の有無 事業運営安定化事業による助成の有無 

※ 以下のサービス種類について、変更します。 

・知的障害児施設 

・第一種自閉症児施設 

・第二種自閉症児施設 

・知的障害児通園施設 

・盲児施設 

・ろうあ児施設 

・難聴幼児通園施設 

・肢体不自由児(入所)施設 

・肢体不自由児(通所)施設 

・肢体不自由児療護施設 

・肢体不自由児通園施設 

・医療機関(肢体不自由児)施設 

・重心障害児施設 

・医療機関(重心障害児)施設 

機能のイメージ 

機能概要 

《新体系定着支援事業による助成の有無》欄の名称を《事業運営安定

化事業による助成の有無》欄に変更します。 
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(2)請求明細書の点検内容の変更について 

 

【障害児通所給付費・入所給付費等明細書入力】画面及び【特例障害児通所給付費等明細

書入力】画面の福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の入力内容について、点検を追加します。 

ここでは、【障害児通所給付費・入所給付費等明細書入力】画面を例に説明します。 

 

 

○【障害児通所給付費・入所給付費等明細書入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 《単位数》欄 

入力時 

《サービスコード》欄が福祉・介護

職員処遇改善(特別)加算のサー

ビスコードの場合、《単位数》欄

が算定可能な単位数を超えてい

ないこと 

単位数は[単位数の上限]以下

で入力してください。 

 

機能のイメージ 

機能概要 

点検 1 
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(3)実績記録票の点検エラーレベルの変更について 

 

実績記録票登録時の点検について、簡易入力システム(障害福祉サービス)の点検にあわせて、

点検のエラーレベルを変更します。 

 

 

①食事提供加算について 

【児童発達支援サービス提供実績記録入力】画面及び【医療型児童発達支援サービス提供

実績記録入力】画面において、食事提供加算に関する登録時の点検のエラーレベルを「警

告」から「エラー」に変更します。 

ここでは、【児童発達支援サービス提供実績記録入力】画面を例に説明します。 

 

○【児童発達支援サービス提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 ［登録］ボタン 

クリック時 
《食事提供加算》欄が入力されて

いる場合、受給者情報(詳細)の

《食事提供加算》欄に提供年月

における有効な情報が登録され

ていること 

○日の食事提供加算が不正で

す。受給者情報の食事提供加

算が有効期間外です。 

機能のイメージ 

機能概要 

点検 1 
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②自活訓練加算について 

【障害児入所支援提供実績記録入力】画面において、自活訓練加算に関する登録時の点

検のエラーレベルを「警告」から「エラー」に変更します。 

 

○【障害児入所支援提供実績記録入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 ［登録］ボタン 

クリック時 

《自活訓練加算》欄が入力されて

いる場合、提供年月における【事

業所情報(明細)】画面の《自活訓

練加算(Ⅰ)の有無》欄、または

《自活訓練加算(Ⅱ)の有無》欄が

[有り]であること 

○日の自活訓練加算が不正で

す。事業所情報(明細)の自活

訓練加算(Ⅰ)の有無、または自

活訓練加算(Ⅱ)の有無が「有

り」で登録されていません。 

 

点検 1 
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(4)医療連携体制加算の点検内容の変更について 

 

【請求明細書自動作成確認】画面の医療連携体制加算について、点検内容を変更します。 

医療連携体制加算の回数の点検について、医療連携体制加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及びⅣの合計が本

体報酬以下であることの点検を医療連携体制加算Ⅰ、Ⅱ及びⅣの合計が本体報酬以下であるこ

との点検に変更します。 

 

 

○【請求明細書自動作成確認】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 以下のサービス種類について、変更します。 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

機能のイメージ 

機能概要 
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3.4.  地域生活支援 
簡易入力システム(障害福祉サービス)及び簡易入力システム(障害児支援)で対応した機能改善の内容に

ついて、簡易入力システム(地域生活支援)でも対応します。 

簡易入力システム(地域生活支援)における機能改善の内容は、以下の通りです。 

 

(1)受給者証番号のチェックについて 

 

《受給者証番号》欄の入力可能な文字を変更します。 

また、上記に伴い、【受給者情報(基本)】画面における《受給者証番号》欄の入力内容につい

て、点検を追加します。 

ここでは、【受給者情報(基本)】画面を例に説明します。 

 

 

①《受給者証番号》欄の入力可能な文字を変更 

《受給者証番号》欄の入力可能な文字を変更します。詳細については、次頁の[Point！《受

給者証番号》欄に入力可能な文字について]を参照してください。 

 

○【受給者情報(基本)】画面 

 

機能のイメージ 

機能概要 

《受給者証番号》欄の入力可能な文字を変更

します。 
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《受給者証番号》欄に入力可能な文字について 

 

 

 

 

《受給者証番号》欄の入力可能な文字は以下の通りです。 

項 目 入力文字 

英字 A B C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S T 

U V W X Y Z     

数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

カナ ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ 

ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ 

ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ 

ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ ﾔ ﾕ ﾖ ﾗ ﾘ 

ﾙ ﾚ ﾛ ﾜ ｦ ﾝ ｶﾞ ｷﾞ ｸﾞ ｹﾞ 

ｺﾞ ｻﾞ ｼﾞ ｽﾞ ｾﾞ ｿﾞ ﾀﾞ ﾁﾞ ﾂﾞ ﾃﾞ 

ﾄﾞ ﾊﾞ ﾋﾞ ﾌﾞ ﾍﾞ ﾎﾞ ﾊﾟ ﾋﾟ ﾌﾟ ﾍﾟ 

ﾎﾟ ｧ ｨ ｩ ｪ ｫ ｯ ｬ ｭ ｮ 

特殊記号 - # $ & ( ) * + , / 

= @ \ [ ]       

[ ]は半角スペースを表します。 

網かけは簡易入力システム Ver2.13 より入力可能となる文字を表します。 
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②点検の追加 

【受給者情報(基本)】画面における《受給者証番号》欄の入力内容について、点検を追加し

ます。 

 

○【受給者情報(基本)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 [登録]ボタン 

クリック時 

《受給者証番号》欄に入力されて

いる文字が入力可能な半角文字

であること 

受給者証番号が不正です。 

１０桁の英数字を入力してく

ださい。 

 

点検 1 
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(2)支給決定情報保守 

 

【決定サービスコード検索】画面において、《基準日》欄の初期表示の内容を変更します。 

また、【受給者情報(支給決定)】画面における《支給決定開始日》欄及び《支給決定終了日》欄

の入力内容について、点検を追加します。 

 

 

①【決定サービスコード検索】画面における《基準日》欄の初期表示 

【決定サービスコード検索】画面における《基準日》欄の初期表示の内容を変更します。 

《基準日》欄に以下の日付が初期設定されます。 

・システム日付が 15 日以前の場合、前月の末日 

例：システム日付が平成 25 年 4 月 15 日の場合 

平成 25 年 3 月 31 日を設定 

・システム日付が 16 日以降の場合、当月の末日 

例：システム日付が平成 25 年 4 月 16 日の場合 

平成 25 年 4 月 30 日を設定 

入力したい決定サービスコードが一覧に表示されていない場合、《基準日》欄の日付を該当

の決定サービスコードの有効期間内に変更し、  をクリックします。 

 

○【受給者情報(支給決定)】画面 

 

 

 

 

 

○【決定サービスコード検索】画面 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

システム日付が 16 日以降の場合、当月の

末日が設定されるよう変更します。 

- 102 -



 

②点検の追加 

【受給者情報(支給決定)】画面における《支給決定開始日》欄及び《支給決定終了日》欄の

入力内容について、点検を追加します。 

 

○【受給者情報(支給決定)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 [明細追加] 

ボタン 

[明細修正] 

ボタン 

クリック時 

《支給決定開始日》欄及び《支給

決定終了日》欄に入力された期間

が、決定サービスコードの適用期

間と 1 日以上重なること 

支給決定期間が不正です。

正しい期間を入力してくださ

い。 

 

 

点検 1 
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(3)単位数表マスタ取込・出力 

 

【単位数表マスタ取込・出力】画面において、単位数表マスタ取り込み時の点検を変更及び削

除します。 

 

 

①点検の変更 

【単位数表マスタ取込・出力】画面において、単位数表マスタ取り込み時の点検を変更しま

す。 

 

○【単位数表マスタ取込・出力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 [実行]ボタン 

クリック時 

単位数表マスタのサービス種類コ

ードが[01]～[05]で入力されている

こと 

サービス種類コードは、設定

できる範囲を超えています。 

点検 2 単位数表マスタの決定サービスコ

ードの上 2 桁が単位数表マスタの

サービス種類コードと一致すること 

決定サービスコードの上２桁

とサービス種類コードが一致

していません｡ 

点検 3 単位数表マスタの請求サービスコ

ードの上 2 桁が単位数表マスタの

サービス種類コードと一致すること 

請求サービスコードの上２桁

とサービス種類コードが一致

していません｡ 

点検 4 単位数表マスタの算定単位区分

が[00]～[07]で入力されていること 

算定単位区分は、設定できる

範囲を超えています。 

機能のイメージ 

機能概要 

点検 1～8 
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No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 5 [実行]ボタン 

クリック時 

単位数表マスタの有効期間(開始

年月日)が日付で入力されているこ

と 

日付項目の有効期間(開始

年月日)に、日付が設定され

ていません。 

点検 6 単位数表マスタの有効期間(終了

年月日)が日付で入力されているこ

と 

日付項目の有効期間(終了

年月日)に、日付が設定され

ていません。 

点検 7 単位数表マスタの有効期間(開始

年月日)が単位数表マスタの有効

期間(終了年月日)以前の日付で

あること 

有効期間(終了年月日)が有

効期間(開始年月日)以前で

設定されています。 

点検 8 単位数表マスタの利用者負担が

[1]～[2]で入力されていること 

利用者負担は、設定できる範

囲を超えています。 
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②点検の削除 

【単位数表マスタ取込・出力】画面において、単位数表マスタ取り込み時の点検を削除しま

す。 

 

○【単位数表マスタ取込・出力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 [実行]ボタン 

クリック時 

単位数表マスタの決定／請求コー

ド区分に[1]が入力されている場

合、単位数表マスタの決定サービ

ス名称略称が入力されていること 

- 

点検 2 単位数表マスタの決定／請求コー

ド区分に[2]が入力されている場

合、単位数表マスタの請求サービ

ス名称略称が入力されていること 

- 

※ 簡易入力システム Ver2.13 以降、点検は行われません。 

 

点検 1 点検 2 
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(4)単位数表マスタ保守 

 

【単位数表マスタ保守】画面において、入力時及び登録時の点検を変更及び削除します。 

 

 

①点検の変更 

【単位数表マスタ保守】画面において、入力時及び登録時の点検を変更します。 

 

○【単位数表マスタ保守】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 《決定支給量

換算単位》欄

入力時 

《決定支給量換算単位》欄が 8 桁

以下で入力されていること 

(※1) 

決定支給量換算単位は整数

６桁・小数２桁の範囲で入力

してください。 

点検 2 《請求合成単

位数》欄入力

時 

《請求合成単位数》欄が 6 桁以下

で入力されていること 

(※1) 

請求合成単位数は整数６桁

の範囲で入力してください。 

点検 3 [登録]ボタン 

クリック時 

《決定支給量換算単位》欄が 8 桁

以下で入力されていること 

(※1) 

決定支給量換算単位は整数

６桁・小数２桁の範囲で入力

してください。 

点検 4 《請求合成単位数》欄が 6 桁以下

で入力されていること 

(※1) 

請求合成単位数は整数６桁

の範囲で入力してください。 

※1 入力されている値が[0]の場合、正常とします。 

 

機能概要 

機能のイメージ 

点検 1 点検 2 

点検 3 点検 4 
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②点検の削除 

【単位数表マスタ保守】画面において、入力時及び登録時の点検を削除します。 

 

○【単位数表マスタ保守】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
点検 

タイミング 
点検内容 エラーメッセージ 

点検 1 《決定支給量

換算単位》欄

入力時 

《決定支給量換算単位》欄が入力

されている場合、[1]以上であること - 

点検 2 《請求合成単

位数》欄入力

時 

《請求合成単位数》欄が入力され

ている場合、[1]以上であること - 

点検 3 [登録]ボタン 

クリック時 

《決定／請求コード区分》欄に[1]

が入力されている場合、《決定サ

ービス名称略称》が入力されてい

ること 

- 

点検 4 《決定／請求コード区分》欄に[2]

が入力されている場合、《請求サ

ービス名称略称》が入力されてい

ること 

- 

※ 簡易入力システム Ver2.13 以降、点検は行われません。

点検 1 点検 2 

点検 3 点検 4 
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(5)基本情報入力内容確認 

 

【基本情報入力内容確認】画面の《有効期間／エラー内容》欄において、有効期間に関する内

容を表示するようにします。 

 

 

○【基本情報入力内容確認】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本情報入力内容確認】画面において、《種別》欄が[エラー]以外の場合、《有

効期間／エラー内容》欄に有効期間が表示されます。 

有効期間の表示内容については、以下の通りです。 

 

・ 提供年月時点で有効な情報の開始年月日と終了年月日を表示します。 

終了年月日は次の変更の情報の前日、または終了の情報の年月日を表示します。

次の情報がない場合、終了年月日は空白となります。 

・算定項目に有効期限が定められている際、有効期限の終了日よりも実際に登録さ

れた終了年月日が未来の場合、有効期限の終了日を表示します。 

機能のイメージ 

機能概要 

《種別》欄が[エラー]以外の場合、

有効期間が表示されます。 

【基本情報入力内容確認】画面の有効期間の表示について 
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【基本情報入力内容確認】画面において、タイトルの列幅を変更することができます。 

タイトルの境界線を直接変更するか、ダブルクリックすることにより、列幅を変えて表示

することができます。 

 

①直接変更する場合 

1. タイトルの境界線にマウスをあわせて、マウスポインタが  になる位置でクリック

をしたまま保持します。 

 

 

 

 

 

2. そのまま左右にマウスを移動することで、列幅を変更することができます。 

 

 

 

 

 

②ダブルクリックする場合 

1. タイトルの境界線にマウスをあわせて、マウスポインタが  になる位置でダブル

クリックします。 

 

 

 

 

 

2. 列幅が表示名称の最大幅にあわせて変更されます。 

 

 

 

 

 

【基本情報入力内容確認】画面の列幅の変更について 
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(6)地域生活支援事業給付費等明細書入力 

 

【地域生活支援事業給付費等明細書(集計情報)】画面において、《請求額給付費》欄の名称を

《給付費請求額》欄に変更します。 

また、【地域生活支援事業給付費等明細書(合計情報)】画面において、《請求額給付費》欄の

名称を《給付費請求額》欄に変更します。 

 

 

①【地域生活支援事業給付費等明細書(集計情報)】画面 

【地域生活支援事業給付費等明細書(集計情報)】画面において、《請求額給付費》欄の名

称を《給付費請求額]》欄に変更します。 

 

○【地域生活支援事業給付費等明細書(集計情報)】画面 

 

機能のイメージ 

機能概要 

 
《請求額給付費》欄の名称を《給付費請求

額》欄に変更します。 
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②【地域生活支援事業給付費等明細書(合計情報)】画面 

【地域生活支援事業給付費等明細書(合計情報)】画面において、《請求額給付費》欄の名

称を《給付費請求額》欄に変更します。 

 

○【地域生活支援事業給付費等明細書(合計情報)】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《請求額給付費》欄の名称を《給付費請求額》

欄に変更します。 
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(7)送信内容確認 

 

【送信内容確認】画面において、《請求書明細書》欄の名称を《請求書・明細書》欄に変更しま

す。 

 

 

○【送信内容確認】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

《請求書明細書》欄の名称を《請求書・明細

書》欄に変更します。 
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(8)請求情報送信履歴 

 

【請求情報送信履歴】画面において、《請求書明細書》欄の名称を《請求書・明細書》欄に変更

します。 

 

 

○【請求情報送信履歴】画面 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

《請求書明細書》欄の名称を《請求書・明細

書》欄に変更します。 
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(9)問い合わせ先表示について 

 

【問い合わせ先案内】画面を表示し、電子請求受付システムに関する問い合わせ先として、電

子請求ヘルプデスクの連絡先を確認することができます。 

ここでは、【事業所選択】画面から、【問い合わせ先案内】画面を表示する場合の操作方法に

ついて説明します。 

 

 

○【事業所選択】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○【問い合わせ先案内】画面 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機能のイメージ 

機能概要 

②【問い合わせ先案内】

画 面 が 表 示 さ れ ま

す。 

①メニューバーの《ヘルプ(H)》

から 《 問 い 合 わ せ 先 表 示

(G)》をクリックします。 

表示内容は電子請求受付シス

テムのログイン前の【ＦＡＱ】画

面に表示されている内容と同様

となります。 
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(10)メッセージの修正について 

 

一部のメッセージについて、対処方法を電子請求ヘルプデスクへご連絡いただく内容に変更

します。 

変更するメッセージは、以下の通りです。 

 

 

No 出力タイミング 変更前のメッセージ 変更後のメッセージ 

1 システムエラーが発

生した場合 

特定できないエラーです。 

システム管理者にご連絡ください。 

特定できないエラーです。 

電子請求ヘルプデスクにご連絡

ください。 

2 送信に必要な情報が取得できませ

んでした。 

 

アプリケーションのインストールに

失敗している可能性があります。 

アプリケーションを再インストールし

ても現象が解消されない場合は、

システム管理者にご連絡ください。 

送信に必要な情報が取得できま

せんでした。 

 

アプリケーションのインストールに

失敗している可能性があります。 

アプリケーションを再インストール

しても現象が解消されない場合

は、電子請求ヘルプデスクにご

連絡ください。 

3 現象が解消されない場合は、シス

テム管理者にご連絡ください。 

現象が解消されない場合は、電

子請求ヘルプデスクにご連絡く

ださい。 

4 電子請求受付シス

テムへのアクセス時

にシステムエラーが

発生した場合 

取下げ依頼完了後に、エラーが発

生しました。 

管理者に連絡を行って下さい。 

取下げ依頼完了後に、エラーが

発生しました。 

電子請求ヘルプデスクにご連絡

ください。 

5 処理対象のデータ件数が、電子請

求受付システムの最大処理件数を

超えました。 

管理者に連絡を行って下さい。 

処理対象のデータ件数が、電子

請求受付システムの最大処理件

数を超えました。 

電子請求ヘルプデスクにご連絡

ください。 
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4. 取込送信システム 

4.1.  取り込み時の点検の追加内容について 

 

障害福祉サービス、障害児支援及び地域生活支援事業の請求情報について、点検内容の見直

しを行います。 

 

[点検追加内容] 

支払等システムで取込エラーとならないように、障害福祉サービス、障害児支援及び地域生活支

援事業において、都道府県番号に対する以下の点検を追加します。 

No 
エラー

コード 
点検内容 エラーメッセージ 

送

信 

種別(※2) 

サ 請 明 利 計 

1 TS059 

(※1) 

請求情報に設定されてい

る都道府県番号に 0 が設

定されていること 

都道府県番号が正

しくありません。 × ○ ○ ○ ○ ○ 

※1 取込送信システムにおいて、独自に設定しているエラーコードです。 

※2 サ：サービス提供実績記録票 

請：請求書 

明：請求明細書 

利：利用者負担上限額管理結果票 

計：計画相談支援給付費請求書/サービス利用計画作成費請求書、障害児相談支援給付費請求書 

 

[点検修正内容] 

新体系定着支援事業についての請求及び障害児支援での異なる単位数単価についての請求に

おいて、集計欄分類番号に対する以下の点検を修正します。 

No 
エラー

コード 
点検内容 エラーメッセージ 

送

信 

種別(※2) 

サ 請 明 利 計 

1 EA04 サービス提供年月に対

して、正しい集計欄分

類番号の組み合わせ

が設定されていること

(※1) 

集計欄分類番号に規

定外のコードが設定さ

れています。 ×   ○   

※1 サービス提供年月に対して設定可能な、集計欄分類番号の値を修正しています。 

また、サービス提供年月、受給者証番号及びサービス種類が同一の請求明細書に対する、集計

欄分類番号及び単位数単価の組み合わせのチェック内容を修正しています。 

※2 サ：サービス提供実績記録票 

請：請求書 

明：請求明細書 

利：利用者負担上限額管理結果票 

計：計画相談支援給付費請求書/サービス利用計画作成費請求書、障害児相談支援給付費請求書 
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5. その他の対応について 

5.1.  マニュアルビューアの対応について 

 

マニュアルビューアの《トップ》タブ及び《設定》タブについて、平成 24 年 4 月の制度改正にお

いて変更された「障害児施設支援」の表示を「障害児支援」に変更します。 

 

 

○《トップ》タブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○《設定》タブ 
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5.2.  問い合わせ票入力の対応について 

 

【問い合わせ票入力】画面の《問い合わせ情報入力部》及び「問い合わせ票」について、平成

24 年 4 月の制度改正において変更された「障害児施設支援」の表示を「障害児支援」に変更しま

す。 

 

 

○【問い合わせ票入力】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設定タブ 
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○問い合わせ票 
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